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安全委員会だより　１

　　　　◎安全作業に心掛けましょう

　安全パトロールは安全委員が会員の就業先に赴き、

就業環境の点検と、安全作業が徹底されているかを

確認するために行われています。

　会員は、危険な作業がないよう就業し安全委員の指

導に従い行動して下さい。

　　　　　◎事故発生状況
　　　　　　（平成19年8月～11月発生分）

　下記のような事故が発生しています。安全作業に心

掛けて下さい。

・除草作業中、フェンス沿いに敷設してあった警備会

社ののケーブルを誤って切断した。

・剪定作業中、ガレージの樋に接触して破損させた。

・検針業務中、門扉を開けて入ろうとし、門扉を固定し

ているピンを破損した。

・庭の草刈作業中、庭の雑草に隠れていた樹木ゴー

ルドクレスト２本(高さ30㎝)を草刈機で切断した。

・自転車で就業場所に行く途中、、ハンドルを切り損ね

て電信柱にぶつかり転倒した。

　事故に遭ったときは、すぐにセンター事務局に連絡

をしてセンターの指示を仰ぎ、事故に対処して下さい

。

　事故後、会員はセンターに対し所定の事故連絡票

(傷害事故、賠償事故)を提出して下さい。左記を参照

して下さい。

傷害事故　事故連絡
票

賠償事故　事故連絡
票


